
広報しもだ 2025.11 月号 - ８ -- ９ - 広報しもだ 2025.11 月号

◇
採
用
予
定
年
月
日

令
和
８
年
４
月
１
日

◇
冬
日
程

募
集
職
種
及
び
採
用
予
定
人
員

〇
保
健
師
（
若
干
名
）

◇
申
込
受
付

12
月
３
日
（
水
）
ま
で

※
持
参
の
場
合
土
・
日
は
除
く

◇
試
験
日

12
月
20
日
（
土
）

（
教
養
試
験
・
小
論
文
・
事
務
能

力
検
査
・
口
述
試
験
）

◇
受
験
資
格
の
確
認
、試
験
案
内
、

　

受
験
申
込
書
の
配
布

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
※
受
験
申
込
書
は
、
市
役
所

河
内
庁
舎
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

◇
申
込
・
問
合
せ
先

総
務
課
人
事
係

（
河
内
庁
舎
３
階
）
☎
㉒
３
９
１
１

令和７年度実施令和７年度実施

下田市職員募集下田市職員募集

新
庁
舎
整
備
事
業

新
庁
舎
整
備
事
業

問
合
せ
先　

企
画
課
庁
舎
建
設
係

（
河
内
庁
舎
３
階
）
☎
㉒
２
２
１
２

新
庁
舎
現
場
見
学
会

を
行
い
ま
す
‼

　

来
年
５
月
の
全
体
開
庁
に
向
け

　

来
年
５
月
の
全
体
開
庁
に
向
け

て
整
備
が
進
む
、
新
庁
舎
の
現
場

て
整
備
が
進
む
、
新
庁
舎
の
現
場

見
学
会
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご

見
学
会
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

参
加
く
だ
さ
い
。

◇
日
時

◇
日
時　　

1111
月月
2929
日
（
土
）

日
（
土
）

①①
1010
時
～
②

時
～
②
1313
時
半
～

時
半
～

※
見
学
時
間
１
時
間
程
度

※
見
学
時
間
１
時
間
程
度

※
事
前
予
約
制

※
事
前
予
約
制

※
各
回

※
各
回
1010
名
ま
で

名
ま
で

◇
申
込
み
開
始

◇
申
込
み
開
始

1111
月月
1010
日
（
月
）
８
時
半
～

日
（
月
）
８
時
半
～

◇
集
合
場
所

◇
集
合
場
所

市
役
所
河
内
庁
舎
会
議
室
１

市
役
所
河
内
庁
舎
会
議
室
１ｰー
ＣＣ

◇
申
込
方
法

◇
申
込
方
法

右
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は
企
画

右
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は
企
画

課
庁
舎
建
設
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ

課
庁
舎
建
設
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

さ
い
。

1 8 2
あ 

と 日

新庁舎新庁舎
全体開庁全体開庁
までまで

申込みはこちら
（LoGo フォーム）

『
下
田
で
恋
活
！
』

『
下
田
で
恋
活
！
』

問
合
せ
先　

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
⑥
）
☎
㉒
２
２
１
６

　

風
待
ち
港
下
田
で

　

風
待
ち
港
下
田
で｢｢

寿
司
握
り

寿
司
握
り

体
験
体
験｣｣

と
「
音
楽
」
を
楽
し
み
な

と
「
音
楽
」
を
楽
し
み
な

が
ら
、
新
し
い
出
会
い
を
見
つ
け

が
ら
、
新
し
い
出
会
い
を
見
つ
け

ま
せ
ん
か
。

ま
せ
ん
か
。

◇
日
時

◇
日
時　　

1212
月月
1313
日
（
土
）

日
（
土
）
1515
～～
1818
時時

◇
会
場

◇
会
場

風
ま
ち
下
田（
下
田
市
武
ガ
浜
３

風
ま
ち
下
田（
下
田
市
武
ガ
浜
３--

３
）
３
）

◇
参
加
資
格

◇
参
加
資
格

男
性
：
市
内
在
住
の
独
身
者

男
性
：
市
内
在
住
の
独
身
者

女
性
：
市
内
在
住
ま
た
は
下
田
市

女
性
：
市
内
在
住
ま
た
は
下
田
市

の
暮
ら
し
に
興
味
の
あ
る
独
身
者

の
暮
ら
し
に
興
味
の
あ
る
独
身
者

◇
参
加
費

◇
参
加
費

男
性
：
３
，
０
０
０
円

男
性
：
３
，
０
０
０
円

女
性
：
１
，
５
０
０
円

女
性
：
１
，
５
０
０
円

◇
定
員

◇
定
員　

男
女
各

　

男
女
各
1515
人
程
度
（
応

人
程
度
（
応

募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

◇
申
込
締
切

◇
申
込
締
切　　

1111
月月
2525
日
（
火
）

日
（
火
）
1717
時
ま
で

時
ま
で

◇
申
込
方
法

◇
申
込
方
法

　

左
記
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
応
募
、

　

左
記
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
応
募
、

ま
た
は
福
祉
事
務
所
窓
口
、
河
内

ま
た
は
福
祉
事
務
所
窓
口
、
河
内

庁
舎
１
階
「
ま
ち
の
ホ
ー
ル
」
に

庁
舎
１
階
「
ま
ち
の
ホ
ー
ル
」
に

配
架
の
応
募
用
紙
を
福
祉
事
務
所

配
架
の
応
募
用
紙
を
福
祉
事
務
所

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申込みはこちら
（Googleフォーム）

お
２
人
の
新
生
活
を
応
援
し
ま
す

お
２
人
の
新
生
活
を
応
援
し
ま
す
‼‼

下
田
市
結
婚
新
生
活

支
援
補
助
金

問
合
せ
先　

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
⑥
）
☎
㉒
２
２
１
６

　

婚
姻
に
伴
う
経
済
的
不
安
を
軽
減

　

婚
姻
に
伴
う
経
済
的
不
安
を
軽
減

す
る
た
め
、
住
居
費
等
を
補
助
し
ま

す
る
た
め
、
住
居
費
等
を
補
助
し
ま

す
。
す
。

◇
補
助
金
額

◇
補
助
金
額

夫
婦
共
に

夫
婦
共
に
3939
歳
以
下
の

歳
以
下
の

世
帯
に
対
し
上
限

世
帯
に
対
し
上
限
6060
万
円
万
円

◇
補
助
対
象
経
費

◇
補
助
対
象
経
費

住
居
費
、
引
越
費
用
、
リ
フ
ォ
ー
ム

住
居
費
、
引
越
費
用
、
リ
フ
ォ
ー
ム

費
用
費
用((

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令

和
８
年
３
月

和
８
年
３
月
3131
日
ま
で
の
間
に
実
施

日
ま
で
の
間
に
実
施

し
た
も
の

し
た
も
の))

◇
補
助
対
象
世
帯

◇
補
助
対
象
世
帯

令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
８
年

令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
８
年

３
月
３
月
3131
日
ま
で
に
婚
姻
届
を
提
出
し
、

日
ま
で
に
婚
姻
届
を
提
出
し
、

受
理
さ
れ
た
世
帯

受
理
さ
れ
た
世
帯

◇
条
件

◇
条
件

①
婚
姻
の
届
出
日
に
お
い
て
、
夫
婦

①
婚
姻
の
届
出
日
に
お
い
て
、
夫
婦

　

の
い
ず
れ
も
年
齢
が

　

の
い
ず
れ
も
年
齢
が
3939
歳
以
下
で

歳
以
下
で

　

あ
る
こ
と
。

　

あ
る
こ
と
。

②
対
象
の
住
居
が
市
内
に
あ
り
、
補

②
対
象
の
住
居
が
市
内
に
あ
り
、
補

　

助
金
交
付
申
請
時
に
市
内
に
住
所

　

助
金
交
付
申
請
時
に
市
内
に
住
所

　

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

③
夫
婦
の
令
和
６
年
の
所
得
が
５
０

③
夫
婦
の
令
和
６
年
の
所
得
が
５
０

　

０
万
円
未
満
（
貸
与
型
奨
学
金
の

　

０
万
円
未
満
（
貸
与
型
奨
学
金
の

　

返
済
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
所

　

返
済
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
所

　

得
か
ら
控
除
し
ま
す
。）

　

得
か
ら
控
除
し
ま
す
。）

④
他
の
公
的
制
度
に
よ
る
家
賃
補
助

④
他
の
公
的
制
度
に
よ
る
家
賃
補
助

　

等
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

　

等
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
過
去
に
こ
の
補
助
金
を
受
け
た
こ

⑤
過
去
に
こ
の
補
助
金
を
受
け
た
こ

　

と
が
な
い
こ
と
。

　

と
が
な
い
こ
と
。

⑥
規
定
の
講
座
を
受
講
し
て
い
る
こ

⑥
規
定
の
講
座
を
受
講
し
て
い
る
こ

　

と
。（
左
記
の
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

　

と
。（
左
記
の
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

　

か
ら
受
講
で
き
ま
す
。
受
講
後
に

　

か
ら
受
講
で
き
ま
す
。
受
講
後
に

　

ア
ン
ケ
ー
ト
へ
回
答
す
る
と
受
講

　

ア
ン
ケ
ー
ト
へ
回
答
す
る
と
受
講

　

証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
申
請

　

証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
申
請

　

時
に
必
要
な
書
類
と
な
り
ま
す
の

　

時
に
必
要
な
書
類
と
な
り
ま
す
の

　　

で
、一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。）

で
、一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。）

◇
申
請
期
限

◇
申
請
期
限

令
和
８
年
３
月

令
和
８
年
３
月
3131
日日

◇
そ
の
他

◇
そ
の
他

　

申
請
の
際
は
、
事
前
に
お
問
い
合

　

申
請
の
際
は
、
事
前
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

わ
せ
く
だ
さ
い
。

静岡県ホームページ

猫
と
適
切
な
関
係
を

　
　

問
合
せ
先　

　
　

環
境
対
策
課
☎
㉒
２
２
１
３

猫
の
飼
い
主
の
皆
様
へ

猫
の
飼
い
主
の
皆
様
へ

　

猫
と
楽
し
く
暮
ら
す
た
め
に
は
、

　

猫
と
楽
し
く
暮
ら
す
た
め
に
は
、

適
切
な
飼
い
方
が
大
切
で
す
。
屋

適
切
な
飼
い
方
が
大
切
で
す
。
屋

外
で
猫
を
飼
う
こ
と
で
、
近
隣
へ

外
で
猫
を
飼
う
こ
と
で
、
近
隣
へ

の
迷
惑
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
事

の
迷
惑
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
事

故
等
の
危
険
性
も
高
ま
る
た
め
、

故
等
の
危
険
性
も
高
ま
る
た
め
、

屋
内
で
飼
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

屋
内
で
飼
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

飼
い
主
の
い
な
い
猫
（
野
良
猫
）
に

飼
い
主
の
い
な
い
猫
（
野
良
猫
）
に

〝
た
だ
〟
エ
サ
を
あ
げ
て
い
る
方

〝
た
だ
〟
エ
サ
を
あ
げ
て
い
る
方

　

猫
の
繁
殖
力
は
強
く
、
１
組
の

　

猫
の
繁
殖
力
は
強
く
、
１
組
の

夫
婦
か
ら
１
年
間
で
約

夫
婦
か
ら
１
年
間
で
約
8080
匹
ま
で

匹
ま
で

増
え
る
試
算
も
あ
り
、
適
切
な
管

増
え
る
試
算
も
あ
り
、
適
切
な
管

理
が
必
要
で
す
。
増
え
す
ぎ
て
し

理
が
必
要
で
す
。
増
え
す
ぎ
て
し

ま
っ
た
が
故
に
、
糞
尿
被
害
な
ど

ま
っ
た
が
故
に
、
糞
尿
被
害
な
ど

の
近
所
迷
惑
と
な
る
こ
と
も
あ
り

の
近
所
迷
惑
と
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。「
置
き
エ
サ
禁
止
」・「
ふ

ま
す
。「
置
き
エ
サ
禁
止
」・「
ふ

ん
尿
を
始
末
す
る
」・「
不
妊
去
勢

ん
尿
を
始
末
す
る
」・「
不
妊
去
勢

手
術
を
行
う
」
な
ど
、
適
切
に
管

手
術
を
行
う
」
な
ど
、
適
切
に
管

理
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

理
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
っ
て
？

　

野
良
猫
を
増
や
さ
な
い
こ
と
に

よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
を

減
ら
す
と
と
も
に
、
不
幸
な
命
を

増
や
さ
な
い
た
め
の
活
動
で
、
ノ

ラ
猫
を
捕
獲
（
ト
ラ
ッ
プ
）
し
、

不
妊
去
勢
手
術
（
ニ
ュ
ー
タ
ー
）

を
施
し
元
に
戻
す
（
リ
タ
ー
ン
）、

の
各
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
で
す
。

Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
と
地
域
ね
こ
活
動
は

ど
う
ち
が
う
の
？

　
「
地
域
ね
こ
活
動
」
は
、
Ｔ
Ｎ

Ｒ
活
動
に
よ
っ
て
元
の
場
所
に

戻
っ
て
き
た
猫
を
、
地
域
住
民
が

主
体
と
な
っ
て
見
守
る
活
動
の
こ

と
で
す
。
猫
の
見
守
り
方
は
、
地

域
で
話
し
合
い
の
上
、
ル
ー
ル
を

決
め
て
行
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

ル
ー
ル
を
定
め
る
上
で
は
、
猫
で

迷
惑
を
被
っ
て
い
る
人
、
苦
手
な

人
の
立
場
を
尊
重
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
の
効
果

　

不
妊
去
勢
手
術
を
す
る
こ
と
で
、

野
良
猫
の
増
加
を
抑
制
し
、
糞
尿

被
害
の
悪
化
を
防
ぐ
な
ど
、
住
環

境
の
改
善
が
期
待
で
き
ま
す
。

Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
の
支
援
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
野
良
猫
の
不
妊
去
勢

手
術
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を

助
成
（
オ
ス
猫1

頭
あ
た
り
６
，

０
０
０
円
、
メ
ス
猫1

頭
あ
た

り
１
０
，０
０
０
円
）し
て
い
ま
す
。

ご
み
袋
の
無
記
名
式
化

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

　
　
　

問
合
せ
先　

環
境
対
策
課
☎
㉒
２
２
１
３

　

現
在
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
観
点

　

現
在
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
観
点

か
ら
試
験
的
に
ご
み
袋
を
無
記
名

か
ら
試
験
的
に
ご
み
袋
を
無
記
名

式
に
変
更
し
て
い
ま
す
。
店
舗
に

式
に
変
更
し
て
い
ま
す
。
店
舗
に

よ
っ
て
は
記
名
式
と
混
在
し
て
い

よ
っ
て
は
記
名
式
と
混
在
し
て
い

ま
す
が
、
無
記
名
で
ご
み
出
し
が

ま
す
が
、
無
記
名
で
ご
み
出
し
が

可
能
で
す
。
こ
れ
ま
で
ど
お
り
ご

可
能
で
す
。
こ
れ
ま
で
ど
お
り
ご

み
を
出
す
際
に
は
、
ル
ー
ル
と
マ

み
を
出
す
際
に
は
、
ル
ー
ル
と
マ

ナ
ー
を
守
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

ナ
ー
を
守
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

１組の猫から１年間に増える試算（ネコ算）

記名式（左）と無記名式（右）
ごみ袋

市 HP は市 HP は
こちらから！こちらから！

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法

及
び
地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や

及
び
地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や

厚
生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を

厚
生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を

納
め
た
場
合
と
同
様
に
、
社
会
保

納
め
た
場
合
と
同
様
に
、
社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税

険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
令

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
令

和
７
年
１
月
か
ら
同
年

和
７
年
１
月
か
ら
同
年
1212
月
ま
で

月
ま
で

に
納
め
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。

に
納
め
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。  

配
偶
者
や
ご
家
族
の
負
担
す
べ
き

配
偶
者
や
ご
家
族
の
負
担
す
べ
き

国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い

国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い

る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ

る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ

て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
で

こ
ん
な
と
こ
ろ
で有

利
な
国
民
年
金

有
利
な
国
民
年
金

～
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て
～

～
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て
～

助
け
あ
い
、
支
え
あ
う

助
け
あ
い
、
支
え
あ
う

「年
金
」
っ
て

「年
金
」
っ
て

と
っ
て
も
大
事

と
っ
て
も
大
事

　

な
お
、
令
和
７
年
中
に
納
付
し

　

な
お
、
令
和
７
年
中
に
納
付
し

た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、

た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
に
は
、

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
に
は
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
際

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
際

に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を
支

に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を
支

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が

必
要
で
す
。

必
要
で
す
。

　

令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
９
月

　

令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
９
月

3030
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険

日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、

料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
1111
月月

上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社

上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す
の

控
除
証
明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す
の

で
、
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
必

で
、
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
必

ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書

ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
令
和

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
令
和

７
年
７
年
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら
1212
月月
3131
日
ま
日
ま

で
の
間
に
、
今
年
初
め
て
国
民
年

で
の
間
に
、
今
年
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、

金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、

来
年
の
２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま

来
年
の
２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま

す
。）

す
。）

　

国
民
年
金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ

　

国
民
年
金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ

ん
、
不
慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と

ん
、
不
慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と

き
に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度

き
に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度

で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
保
険
料

で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
保
険
料

は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
し
っ
か

は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
し
っ
か

り
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

り
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先

問
合
せ
先

三
島
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

三
島
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

☎
０
５
５

☎
０
５
５--

９
７
３

９
７
３--

１
１
６
６

１
１
６
６

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
③
）
☎
㉒
３
９
２
２

（
東
本
郷
庁
舎
窓
口
③
）
☎
㉒
３
９
２
２


